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（ＪＡＳＤＡＱ：コード番号 ９４４６） 
                        問合せ先 常務取締役管理本部長 

兼経理部長 田川正彦 
電話番号０５２（２６２）４４９９ 

会社分割による持株会社体制への移行検討及び分割準備会社設立に関するお知らせ  

本日開催の取締役会において、平成 29 年 10月１日（予定）に会社分割による持株会社

体制へ移行するための検討に入ること、及び持株会社体制への移行準備を円滑に進めるた

め、分割準備会社として当社 100％出資の子会社（以下、「分割準備会社」といいます。）を

設立することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 なお、持株会社体制への移行につきましては、平成 28 年 12月下旬に開催予定の定時株

主総会による承認、および必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件に実施い

たします。詳細事項につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。 

記 

１. 背景と目的 

当社は、従来から移動体通信事業をメインとしておりましたが、ここ数年で保険代理店事

業、葬祭事業、再生可能エネルギー事業（現：太陽光発電事業）と、新規事業に積極的に取

り組んでおります。 

今後も、既存事業での増収増益の継続を目指しつつ、一方でさらなる新規事業への参入を

検討しており、当社グループ企業が増加していくことが想定されます。 

これらの戦略遂行を一層加速し、当社グループが更なる成長を実現していくためには、各

事業領域において環境変化への迅速な対応力を高めるとともに、当社グループ全体の企業

価値を最大化する経営体制を構築する必要があると考え、持株会社への移行を検討するこ

とといたしました。 

当社が持株会社への移行を検討する具体的な目的は次の通りです。 

 

（１）グループの経営体制の強化 

グループ経営の意思決定と各事業領域における業務執行の分離により、当社グループ全

体の経営効率の向上を実現させます。持株会社体制への移行により、グループ企業の継続的

な成長を目的として、当社グループ各社による柔軟な組織運営を維持し、意思決定のスピー

ドを高めるとともに、投資判断・再編を加速させる仕組みを構築することに注力いたします。 

 



（２）グループの事業執行体制の強化 

各事業会社の継続的な成長を目指すため、それぞれの責任と権限の下で事業に専念する

ことにより、事業ごとの専門性・自律性をより高め、適切な牽制のもとで、より実効性の高

い事業執行体制を確立します。 

 

（３）グループのガバナンス体制の強化 

グループ全体の企業価値を向上させるべく、適切な牽制のもとでコーポレート・ガバナン

スの強化を推進するとともに、より精度の高い事業計画を策定し、より中立的な観点での事

業評価を行う体制を作ります。 

２. 持株会社体制移行準備にあたり設立する分割準備会社の概要 

(1)名称 株式会社エスケーアイ分割準備会社 

(2)所在地 名古屋市中区千代田五丁目 21番 20号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 酒井 昌也 

(4)事業内容 

・コンピューター、通信機器の販売及びリース・保守 

・通信システムによる情報の収集処理並びに販売 

・広告代理業 

・電話料金の収集代行業務 

・携帯電話の回収及びリサイクル業 

・クレジット業務 

・事務機器、事務用品の販売及びリース 

・インターネットを利用した通信販売業務 

・生命保険の募集に関する業務 

・損害保険代理店業 

・旅行業 

・その他商業全般 

・上記各号に附帯する一切の業務 

(5)資本金 10,000,000円 

(6)設立年月日 平成 28年 10月 21 日 

(7)決算期 ９月 30日 

(8)大株主及び持ち株比率 株式会社エスケーアイ 100％ 

(9)上場会社当該会社 

との関係 

資本関係 100％出資の子会社として設立される予定です。 

人的関係 当社より取締役を派遣する予定です。 

取引関係 
営業を開始していないため、当社との取引関係はあり

ません。 



３． 持株会社体制への移行方法 

具体的な移行スキームや持株会社体制移行後の体制につきましては、今後検討を重ね、取

締役会での決議次第、適時開示してまいります。 

 

４． 持株会社体制への移行スケジュール（予定） 

平成 28年 11 月中旬 持株会社体制移行に関する取締役会決議 

平成 28 年 12 月下旬 定時株主総会における持株会社化の承認 

平成 29 年 10 月１日 持株会社体制への移行 

 

以上  


